
東京都港区赤坂二丁目３番５号
株式会社東京スター銀行

代表執行役頭取 伊東 武

（単位：百万円）
金 額 科 目 金 額

（ 負 債 の 部 ）

309,269 預 金 2,121,474

18,853 譲 渡 性 預 金 11,500

462,660 コ ー ル マ ネ ー 31,976

1,745,748 売 現 先 勘 定 179,616

6,295 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 12,293

79,852 借 用 金 4,400

2,872 外 国 為 替 498

建 物 1,554 社 債 4,100

土 地 206 そ の 他 負 債 59,465

リ ー ス 資 産 10 賞 与 引 当 金 937

建 設 仮 勘 定 230 役 員 賞 与 引 当 金 304

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 871 退 職 給 付 に 係 る 負 債 2

5,301 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 322

ソ フ ト ウ ェ ア 4,713 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 138

の れ ん 54 利 息 返 還 損 失 引 当 金 3

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 533 支 払 承 諾 16,511

6,554 負 債 の 部 合 計 2,443,546

16,511 （ 純 資 産 の 部 ）

△16,196 資 本 金 26,000

資 本 剰 余 金 24,000

利 益 剰 余 金 146,540

株 主 資 本 合 計 196,540

その他有価証券評価差額金 △3,152

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 789

その他の包括利益累計額合計 △2,363

純 資 産 の 部 合 計 194,177

2,637,723 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 2,637,723

第25期 決算公告
2026年6月24日

連結貸借対照表（2026年３月31日現在）

繰 延 税 金 資 産

貸 出 金

有 形 固 定 資 産

科 目

（ 資 産 の 部 ）

現 金 預 け 金

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

資 産 の 部 合 計

買 入 金 銭 債 権

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 価 証 券

無 形 固 定 資 産
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（単位：百万円）
金 額

76,799

64,046

貸 出 金 利 息 42,100

有 価 証 券 利 息 配 当 金 19,061

コ ー ル ロ ー ン 利 息 0

預 け 金 利 息 2,008

そ の 他 の 受 入 利 息 875

8,458

2,298

1,996

償 却 債 権 取 立 益 2

そ の 他 の 経 常 収 益 1,993

60,881

21,541

預 金 利 息 14,391

譲 渡 性 預 金 利 息 49

コ ー ル マ ネ ー 利 息 1,159

売 現 先 利 息 5,319

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 510

借 用 金 利 息 23

社 債 利 息 21

そ の 他 の 支 払 利 息 67

3,660

698

31,229

3,751

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,726

そ の 他 の 経 常 費 用 1,024

15,918

50

50

15,867

5,002

△65

4,936

10,931

－

10,931

当 期 純 利 益

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

そ の 他 業 務 収 益

経 常 費 用

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

2025年４月１日から

2026年３月31日まで

経 常 利 益

特 別 損 失

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

科 目

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

そ の 他 経 常 収 益

連結損益計算書

役 務 取 引 等 収 益

資 金 調 達 費 用

法 人 税 等 合 計

固 定 資 産 処 分 損

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

法 人 税 等 調 整 額

－2－



連結注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

子会社・子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２

に基づいております。

連結財務諸表の作成方針

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結される子会社及び子法人等 ２社

会社名

株式会社東京スター・ビジネス・ファイナンス

株式会社東京スター債権回収

なお、株式会社東京スター債権回収は、株式取得により当連結会計年度から連結の範

囲に含めております。

(2) 非連結の子会社及び子法人等

該当ありません。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

該当ありません。

(2) 持分法適用の関連法人等 ２社

会社名

AZ-Star 株式会社

AZ-Star３号投資事業有限責任組合

(3) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等

該当ありません。

(4) 持分法非適用の関連法人等

該当ありません。

３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項

連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。

３月末日 ２社

４．開示対象特別目的会社に関する事項

該当ありません。

５．のれんの償却に関する事項

のれんについては、20 年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しており

ます。
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会計方針に関する事項

１．有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有

価証券については時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については

移動平均法による原価法により行っております。また、持分法非適用の投資事業組合等への出資金につ

いては、組合等の直近の財務諸表等に基づいて、組合等の財産の持分相当額を純額で計上しております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以

後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 ６年～50年

その他 ３年～20年

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主と

して定率法（ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備については定額法）により償却

しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当

行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年又は８年）に基づいて償却して

おります。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間

を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、零としております。

４．他の金融機関より取得した貸出金の会計処理

証書貸付は、取得価額で連結貸借対照表に計上し、取得価額と債権金額の差額である取得差額は、実

質的な回収期間にわたり債権金額に比例して償却しております。

なお、破綻懸念先債権及び実質破綻・破綻先債権については取得価額で計上し、取得差額の償却を実

施しておりません。
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５．貸倒引当金の計上基準

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公

認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 2022年４月14日）に規定する正常先債権及び要注意先

債権に相当する債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込ん

で計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づ

き損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する

債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額の

うち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻

先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を

控除した残額を計上しております。

また、破綻懸念先及び要注意先で財務制限条項に抵触又は貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額

が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理

的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で

割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計

上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立

した部署が二次査定を実施しております。その査定結果に基づいて引当金の算定を行っております。

また、当連結会計年度の貸倒引当金繰入額のうち、償却原価法の適用により毎期収益に計上される取得

差額に含まれていた信用リスク相当額については、連結損益計算書上、対応する収益勘定と直接相殺して

表示しております。

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必

要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

それぞれ計上しております。

６．賞与引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当

連結会計年度に帰属する額を計上しております。

７．役員賞与引当金の計上基準

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当

連結会計年度に帰属する額を計上しております。

８．役員退職慰労引当金の計上基準

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給

見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

９．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、

将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
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10．利息返還損失引当金の計上基準

利息返還損失引当金は、連結される子会社及び子法人等が利息制限法の上限金利を超過する貸付金利

息の返還請求に備えるため、過去の返還状況等を勘案し、返還見込額を合理的に見積り計上しておりま

す。

11．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

12. 重要なヘッジ会計の方法

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、個別ヘッジによる繰延ヘ

ッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、リスク管理手続きに則りヘッジ手段とヘ

ッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかど

うかを検証することで評価しております。

13．消費税等の会計処理

固定資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しております。

未適用の会計基準等

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日）等

１．概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定め

るものです。

２．適用予定日

当該会計基準等を2027年４月１日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。

３．当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価

中であります。
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重要な会計上の見積り

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会

計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

１．貸倒引当金

(1) 当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した額

貸倒引当金 16,196百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算出方法

貸倒引当金の算出方法は、「会計方針に関する事項」「５．貸倒引当金の計上基準」に記載して

おります。

② 主要な仮定

主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者

区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、

設定しております。各債務者の収益獲得能力を個別に評価するにあたっては、入手可能な直近の

情報を可能な限り反映させて評価しております。貸倒引当金はこのような評価の結果とともに、

将来予測される、より長期の景気変動による信用コストを踏まえ計上しております。

③ 翌連結会計年度に係る連結財務諸表に及ぼす影響

個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌連結会計年

度に係る連結財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

２．金融商品の時価

(1) 当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した額

「（金融商品関係）」に記載しております。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算出方法

金融商品の時価の算出方法は、「（金融商品関係）」「３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に

関する事項（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明」に記載

しております。

② 主要な仮定

主要な仮定は時価評価モデルに用いるインプットであり、為替相場、イールドカーブ、有価証券

の時価等の市場で直接又は間接的に観察可能なインプットのほか、相関係数等の重要な見積りを含

む市場で観察できないインプットを使用する場合もあります。

③ 翌連結会計年度に係る連結財務諸表に及ぼす影響

市場環境の変化等により主要な仮定であるインプットが変化することにより、金融商品の時価が

増減する可能性があります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

１．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び子法人等の株式を除く） 660百万円

２．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。な

お、債権は、連結貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の仮払金及び支払承諾見返の各勘定に計上され

るものであります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 11,334 百万円

危険債権額 15,424 百万円

三月以上延滞債権額 763 百万円

貸出条件緩和債権額 2,181 百万円

合計額 29,703 百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約

に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに

準ずる債権に該当しないものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で

破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権

及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

３．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年３月17日）に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を

有しておりますが、その額面金額は、3,772百万円であります。

４．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（移管指針

第１号 2024年７月１日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のう

ち、連結貸借対照表計上額は、17,960百万円であります。
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５．担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

有価証券 209,937 百万円

貸出金 10,000 百万円

担保資産に対応する債務

預金

売現先勘定

債券貸借取引受入担保金

借用金

595

179,616

12,293

4,400

百万円

百万円

百万円

百万円

また、その他資産には、先物取引差入証拠金3,991百万円、保証金2,049百万円及び金融商品等差入

担保金26,107百万円が含まれております。

６．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約

する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、152,455百万円であります。このうち原契

約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が127,615百万円あります。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもの

ではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由がある

ときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額

の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・

有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている行内（社内）手続に

基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

７．有形固定資産の減価償却累計額 5,171百万円
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（連結損益計算書関係）

１．その他業務収益には、金融派生商品収益 1,438 百万円及び国債等債券売却益 567 百万円を含んでおり

ます。

２．その他の経常収益には、持分法による投資利益 1,255 百万円、買取債権回収益 230百万円及び団信配

当金175百万円を含んでおります。

３．その他業務費用は、国債等債券償還損285百万円、国債等債券売却損214百万円及び外国為替売買損199

百万円を含んでおります。

４．営業経費には、給料・手当15,333百万円及び退職給付費用386百万円を含んでおります。

５．その他の経常費用には、不良債権売却損591百万円、貸出金償却額182百万円及び投資ファンド運用損

119百万円を含んでおります。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当行並びに連結される子会社及び子法人等（以下「当行グループ」という。）は、融資事業及び投資

商品の組成販売、代理販売などの金融サービス事業、並びに債券による資金運用、デリバティブ取引

を行っております。

資金調達は市場の状況や長短バランスを考慮した上で、主に預金や市場取引等により行われていま

す。事業及び運用においては、取引相手に係るリスク（信用リスク）及び金利や市場価格の変動に係

るリスク（市場リスク）等を管理するため、行内に委員会等を設置し、総合的なリスク管理を行って

おります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当行グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先に対する貸出金であり、顧客の債務不

履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。信用リスクは、経済環境の状況の変化や

個別の貸出先の経営状況・収支状況の変化によって悪化する場合があります。こうした信用リスクの

悪化に備え、貸出金の一部には不動産担保等の保全措置を講じておりますが、不動産担保等の価値は

不動産相場等の変動により変化するため、担保価格の変動リスクにも晒されております。

また、当行グループは余資運用目的及び事業推進目的で有価証券を保有しております。中でも債券

が多くを占めており、これらは金利リスク、発行体の信用力等に起因する価格の変動リスク及び市場

流動性リスクに晒されております。加えてＡＬＭの一環及びバンキング勘定の取引としてデリバティ

ブ取引も行っており、これらは金利・為替をはじめとした市場リスクと信用リスクに晒されておりま

す。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当行では、「信用リスク管理の基本ポリシー」「クレジット・ポリシー」を定め、信用リスク管理に

係る組織・決裁権限・管理方法の方針を明確にしております。この方針に基づき、銀行全体の信用リ

スクの定量的な把握・分析をリスク統括部が担当し、執行役会、取締役会等に定例報告する体制が構

築されております。

信用リスクの限度額管理としては、「統合リスク管理規程」に基づき信用リスクに対する限度額を設

定し、信用リスク量をこの範囲内になるようにコントロールしております。加えて、与信集中リスク

管理の観点から、集中リスクの高い与信セクターを抽出し、セクターごとに投融資金額の制限を設け

るとともに、投融資先ごとの大口与信制限額を設定して投融資業務を運営しています。

個別の投融資取扱におきましては、リスクマネジメント部門において与信審査、内部格付、問題債

権への対応、与信状況モニタリング等を行っております。また、取締役会及び経営陣が参加するクレ

ジット・リスク・コミッティーにおいて、高額な投融資案件の審議、重要与信案件の報告を行ってお

ります。
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② 市場リスクの管理

当行では、｢市場性リスク管理の基本ポリシー｣を定め、市場リスク管理に関わる組織・権限・管理

方法等を明確化しています。この規程に基づき、銀行全体及び市場部門の市場リスクの定量的な把握・

分析をリスク統括部が担当し、ＡＬＭ委員会及び取締役会に定例報告する体制が構築されております。

また、ＡＬＭ管理により、市場リスクを一元的かつ適切に管理し、資産・負債構造をさまざまな角度

から分析・統合管理することで、将来にわたり安定した収益確保を目指しております。

市場リスクの計測にあたっては、統一的なリスク指標であるＶａＲ（バリュー・アット・リスク）

及びＢＰＶ（ベーシス・ポイント・バリュー）を使用しているほか、統計的な推定の範囲を超える市

場の急激な変化に備えてストレステストを実施し、予期せぬ大きな損失の発生を防止する体制を整備

しております。

また、取締役会及び執行役会が承認したリスク限度額、損失限度額等の遵守状況を日々モニタリン

グし、経営陣に報告しております。さらに、取引執行部門（フロントオフィス）と事務部門（バック

オフィス）及びリスク管理部門（ミドルオフィス）との相互牽制体制も確立されております。

市場リスクに係る定量的情報

当行では、銀行経営上の管理に最も重要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主な金融商

品を以下の方法で管理しております。それらの金融商品の中で「有価証券」（金銭の信託勘定で保有す

るものや、買入金銭債権勘定で保有するみなし有価証券を含む）を「その他有価証券」と「満期保有

目的の債券」に大別して管理しております。これらの市場リスクについては、ＶａＲで定量的に損益

に与える影響を計量化しております。計量方法は、ヒストリカル法、保有期間６カ月、信頼区間片側

99％、観測期間２年以上にて行っております。2026年３月31日現在の影響額は5,578百万円です。

ＶａＲは、市場の動きに対し、一定期間（保有期間）・一定確率（信頼区間）のもとで、保有ポート

フォリオが被る可能性のある想定最大損失額を算出するものであり、統計的な手法に基づく市場リス

ク計測方法です。したがって、過去の市場の変動をもとに推計したＶａＲの値は、必ずしも実際に発

生する最大損失額を捕捉したものではありません。また、市場の混乱等で市場において十分な取引が

できなくなる状況では、ＶａＲの値を超える損失額が発生する可能性があります。

ただし、当行では、ＶａＲによる市場リスク計測モデルの有効性を、ＶａＲと実際の損益を比較す

るバックテストにより定期的に確認するとともに、ストレステストの実施等により、ＶａＲのみでは

把握しきれないリスクの把握に努めているほか、リスク限度額や必要に応じたポジション枠の設定に

よる厳格な管理体制の構築により、市場リスクの適切な管理を行っております。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当行では、｢流動性リスク管理の基本ポリシー｣を定め、資金繰り管理等を日々モニタリングし、逼

迫度合いを把握するとともに、資金繰りに悪影響を及ぼすと想定される風評等についての情報を常に

収集・分析対応できる体制を構築しております。また、ストレス状況下における30日間の純資金流出

額を上回る額を流動性の高い資産で保有することを定め、十分な流動性を常時確保しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価は、原則として市場価格に基づく価額となりますが、市場価格がない場合において

は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることも

あります。

－12－



２．金融商品の時価等に関する事項

2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。

なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参照）。また、

現金預け金及び売現先勘定は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略

しております。その他の金融商品は重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

（１）有価証券

満期保有目的の債券 316,792 317,167 374

その他有価証券 142,081 142,081 －

（２）貸出金 1,745,748

貸倒引当金（※１） △16,176

1,729,572 1,811,982 82,410

資産計 2,188,445 2,271,231 82,785

（１）預金 2,121,474 2,121,882 407

（２）譲渡性預金 11,500 11,500 －

負債計 2,132,974 2,133,382 407

デリバティブ取引（※２）

ヘッジ会計が適用されていないもの 504 504 －

ヘッジ会計が適用されているもの 1,130 1,130 －

デリバティブ取引計 1,635 1,635 －

（※１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（※２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引の正味の債権・債務を純額で表示しており、

合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商

品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

区 分 連結貸借対照表計上額

非上場株式（※１） 435

組合出資金（※２） 3,351

（※１）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第19号 2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（※２）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第31号 2021年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１） 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2026年３月31日）

（単位：百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

有価証券

その他有価証券

国債・地方債等 22,451 － － 22,451

社債 － 708 22,893 23,601

その他 71,981 23,743 254 95,979

デリバティブ取引

金利関連 － 28,603 － 28,603

通貨関連 － 11,975 － 11,975

債券関連 22 － － 22

資産計 94,455 65,031 23,147 182,634

デリバティブ取引

金利関連 － 26,642 － 26,642

通貨関連 － 12,256 － 12,256

債券関連 67 － － 67

負債計 67 38,898 － 38,966

区分
時価
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（２） 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2026年３月31日）

（単位：百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

有価証券

満期保有目的の債券

国債・地方債等 9,019 － － 9,019

その他 － 308,148 － 308,148

貸出金 － － 1,811,982 1,811,982

資産計 9,019 308,148 1,811,982 2,129,149

預金 － 2,121,882 － 2,121,882

譲渡性預金 － 11,500 － 11,500

負債計 － 2,133,382 － 2,133,382

区分
時価

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資 産

有価証券

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価

に分類しております。主に国債等がこれに含まれます。

市場価格のない私募債等は、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時

価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプッ

トには倒産確率、倒産時の損失率等が含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを

用いている場合はレベル３の時価に分類しております。

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類して

おります。主に上記以外の有価証券がこれに含まれます。

また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びイ

ンプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証してお

ります。

貸出金

貸出金については、商品別及び信用格付け別に区分して、原則として見積将来キャッシュ・フロ

ーに担保の設定状況等を考慮した金額をリスクフリー金利で割り引いて時価を算定しております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、貸倒見積高を担保の処分可

能見込額及び保証による回収可能見込額を用いた割引現在価値、又は、見積将来キャッシュ・フロ

ーの割引現在価値等に基づいて算定していることから、時価は連結貸借対照表計上額から貸倒見積

高を控除した金額に近似しているため、当該価額をもって時価としております。貸出金のうち、当

該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限の定めのないものにつきましては、

時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額をもって時価としております。当

該時価はレベル３の時価に分類しております。
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負 債

預金及び譲渡性預金

要求払預金について、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としてお

ります。また、定期性預金については、一定の期間ごとに区分して、原則として見積将来キャッシ

ュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は、新規に同一又は

類似の預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間や残存期間が短期間

（概ね１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価として

おります。当該時価はレベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル

１の時価に分類しており、債券先物取引がこれに含まれます。

ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、

取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法

を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為

替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスク

に基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要

でない場合はレベル２の時価に分類しております。

（注２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報

（１） 重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2026年３月31日）

評価技法
重要な観察できない

インプット
インプットの範囲

有価証券

その他有価証券

社債 現在価値技法 倒産確率 0.1%-5.4%

倒産時の損失率 0%

区分
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（２） 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2026年３月31日）

（単位：百万円）

損益に計
上
(※１)

その他の
包括利益
に計上

有価証券 27,143 111 △73 △4,033 － － 23,147 －

期末残高

当期の損
益に計上
した額の
うち連結貸
借対照表日
において保
有する金融
資産及び金
融負債の評
価損益

当期の損益又は
その他の包括利益

期首残高

購入、売
却、発行
及び決済
の純額

レベル３
の時価へ
の振替

レベル３
の時価か
らの振替

（※１）連結損益計算書に含まれております。

（３） 時価評価のプロセスの説明

当行グループでは財務部門において時価の算定に関する方針を定め、リスクマネジメント部門におい

てそれに基づく手続を定めております。レベル３に分類された時価は、定められた手続に従い、主にリ

スクマネジメント部門が算定及び検証を行い、同部門担当執行役に承認されております。また、検証結

果は、財務部門に報告されることで時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。

（４） 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明

市場価格のない私募債等の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、倒産確率及び

倒産時の損失率であります。

倒産確率は、倒産事象が発生する可能性を示しており、過去の取引先の倒産実績をもとに算定した推

定値です。倒産時の損失率は、倒産時において発生すると見込まれる損失の債券の残高に占める割合で

あり、将来の担保不動産時価に対する当該時点の債権の残高の割合から算定した推定値です。

倒産確率と倒産時の損失率は正相関の関係にあり、これらのインプットの著しい増加は、時価の著し

い低下を生じさせることとなります。
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（有価証券関係）

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれております。

１．満期保有目的の債券（2026年３月31日現在）

連結貸借対照表
計上額

(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

外国証券 171,999 172,933 933
171,999 172,933 933

国債 9,100 9,019 △81
外国証券 135,692 135,214 △477

144,792 144,233 △559
316,792 317,167 374

時価が連結貸借対照表計
上額を超えないもの

小計
合計

種類

時価が連結貸借対照表計
上額を超えるもの 小計

２．その他有価証券（2026年３月31日現在）

連結貸借対照表
計上額

(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

債券 15,694 15,617 77
社債 15,694 15,617 77

その他 22,786 22,343 442
38,480 37,960 520

債券 30,358 30,498 △139
国債 22,451 22,505 △54
社債 7,907 7,992 △85

その他 76,323 81,308 △4,985
106,681 111,806 △5,124
145,162 149,766 △4,604

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

小計
合計

種類

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

小計

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

売却額

（百万円）

売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

外国債券 80,161 567 214

合計 80,161 567 214
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４．減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有

価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると

認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を

当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

当連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価より30%以上下落した場

合としております。

そのうち、下落率50%以上の銘柄は減損処理し、下落率30%以上50%未満の銘柄は、時価が取得原価ま

で回復する見込みがあると認められるもの以外について、全て減損処理を行っております。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

区分 当連結会計年度

経常収益 76,799

うち役務取引等収益 8,458

預金・貸出業務 （注１） 6,224

為替業務 400

証券関連業務 1,080

保証業務 （注２） 106

保険販売業務 410

その他 236

うちその他業務収益 238

(注) １．企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の対象外の収益も含まれております。

２．企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の対象外の収益です。

（１株当たり情報）

１株当たりの純資産額 277,396円05銭

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 15,616円46銭
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東京都港区赤坂二丁目３番５号
株式会社東京スター銀行

代表執行役頭取 伊東 武

（単位：百万円）

金 額 金 額

309,170 2,135,019

現 金 167 1,143

預 け 金 309,003 774,022

18,853 155

467,167 0

国 債 31,551 1,215,916

社 債 23,601 10

株 式 4,942 143,771

そ の 他 の 証 券 407,071 11,500

1,742,479 31,976

手 形 貸 付 30 179,616

証 書 貸 付 1,679,766 12,293

当 座 貸 越 62,681 4,400

6,295 4,400

外 国 他 店 預 け 2,523 498

買 入 外 国 為 替 3,772 176

79,816 322

未 決 済 為 替 貸 212 4,100

前 払 費 用 504 59,575

未 収 収 益 5,357 591

先 物 取 引 差 入 証 拠 金 3,991 3,442

先 物 取 引 差 金 勘 定 51 7,024

金 融 派 生 商 品 40,602 1,807

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 26,107 0

そ の 他 の 資 産 2,988 38,966

2,828 633

建 物 1,538 11

土 地 206 1,196

リ ー ス 資 産 10 5,902

建 設 仮 勘 定 230 933

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 843 304

5,174 322

ソ フ ト ウ ェ ア 4,641 138

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 533 10,565

5,765 2,451,244

10,565

△12,383 26,000

24,000

24,000

136,851

2,000

134,851

繰 越 利 益 剰 余 金 134,851

186,851

△3,152

789

△2,363

184,488

2,635,732 2,635,732

社 債

リ ー ス 債 務

そ の 他 の 負 債

給 付 補 填 備 金

賞 与 引 当 金

支 払 承 諾

資 本 剰 余 金

資 本 金

（ 純 資 産 の 部 ）

負 債 の 部 合 計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

資 産 の 部 合 計

貸 倒 引 当 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

そ の 他 利 益 剰 余 金

純 資 産 の 部 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

株 主 資 本 合 計

利 益 準 備 金

利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金

通 知 預 金

貯 蓄 預 金

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金

借 用 金

支 払 承 諾 見 返

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

そ の 他 負 債

資 産 除 去 債 務

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金

役 員 賞 与 引 当 金

金 融 商 品 等 受 入 担 保 金

前 受 収 益

未 払 法 人 税 等

未 払 費 用

金 融 派 生 商 品

未 決 済 為 替 借

定 期 預 金

譲 渡 性 預 金

コ ー ル マ ネ ー

外 国 為 替

未 払 外 国 為 替

外 国 他 店 預 り

売 現 先 勘 定

借 入 金

貸借対照表（2026年３月31日現在）

第25期 決算公告

貸 出 金

2026年6月24日

定 期 積 金

そ の 他 の 預 金

買 入 金 銭 債 権

普 通 預 金

当 座 預 金

有 価 証 券

科 目科 目

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 預 け 金 預 金

繰 延 税 金 資 産

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産
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（単位：百万円）

76,644

64,003

貸 出 金 利 息 42,060

有 価 証 券 利 息 配 当 金 19,059

コ ー ル ロ ー ン 利 息 0

預 け 金 利 息 2,008

そ の 他 の 受 入 利 息 875

8,372

受 入 為 替 手 数 料 400

そ の 他 の 役 務 収 益 7,971

2,298

国 債 等 債 券 売 却 益 567

国 債 等 債 券 償 還 益 53

金 融 派 生 商 品 収 益 1,438

そ の 他 の 業 務 収 益 238

1,969

償 却 債 権 取 立 益 1

買 取 債 権 回 収 益 228

そ の 他 の 経 常 収 益 1,738

60,840

21,568

預 金 利 息 14,418

譲 渡 性 預 金 利 息 49

コ ー ル マ ネ ー 利 息 1,159

売 現 先 利 息 5,319

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 510

借 用 金 利 息 23

社 債 利 息 21

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 54

そ の 他 の 支 払 利 息 12

6,227

支 払 為 替 手 数 料 272

そ の 他 の 役 務 費 用 5,955

698

外 国 為 替 売 買 損 199

国 債 等 債 券 売 却 損 214

国 債 等 債 券 償 還 損 285

30,763

1,582

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,331

そ の 他 の 経 常 費 用 251

15,803

49

固 定 資 産 処 分 損 49

15,754

4,788

28

4,817

10,936

そ の 他 経 常 収 益

そ の 他 業 務 収 益

役 務 取 引 等 収 益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益

当 期 純 利 益

経 常 利 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

資 金 運 用 収 益

損益計算書
2025年４月１日から

2026年３月31日まで

金 額科 目

経 常 収 益
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針

１．有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・

子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価

法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原

価法により行っております。また、投資事業組合等への出資金については、組合等の直近の財務諸表等

に基づいて、組合等の財産の持分相当額を純額で計上しております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）並びに 2016 年４月１日以後に取

得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 ６年～50年

その他 ３年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行

内における利用可能期間（５年又は８年）に基づいて償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を

耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、零としております。

４. 繰延資産の処理方法

社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

６．他の金融機関より取得した貸出金の会計処理

証書貸付は、取得価額で貸借対照表に計上し、取得価額と債権金額の差額である取得差額は、実質的

な回収期間にわたり債権金額に比例して償却しております。

なお、破綻懸念先債権及び実質破綻・破綻先債権については取得価額で計上し、取得差額の償却を実

施しておりません。
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７．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本

公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号 2022年４月14日）に規定する正常先債権及び要注

意先債権に相当する債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額

を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績率の過去の一定期間における

平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念

先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額

を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。

また、破綻懸念先及び要注意先で財務制限条項に抵触又は貸出条件緩和債権等を有する債務者で与

信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フロ

ーを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前

の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロ

ー見積法）により計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から

独立した部署が二次査定を実施しております。その査定結果に基づいて引当金の算定を行っておりま

す。

また、当事業年度の貸倒引当金繰入額のうち、償却原価法の適用により毎期収益に計上される取得

差額に含まれていた信用リスク相当額については、損益計算書上、対応する収益勘定と直接相殺して

表示しております。

(2) 賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支

給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

(5) 睡眠預金払戻損失引当金

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるた

め、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

８． ヘッジ会計の方法

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、個別ヘッジによる繰延ヘ

ッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、リスク管理手続きに則りヘッジ手段とヘ

ッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかど

うかを検証することで評価しております。

９．消費税等の会計処理

固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
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重要な会計上の見積り

会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る

財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

１．貸倒引当金

(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した額

貸倒引当金 12,383百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算出方法

貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「７．引当金の計上基準」「(1)貸倒引当金」に記載し

ております。

② 主要な仮定

主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分

の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定して

おります。各債務者の収益獲得能力を個別に評価するにあたっては、入手可能な直近の情報を可能な

限り反映させて評価しております。貸倒引当金はこのような評価の結果とともに、将来予測される、

より長期の景気変動による信用コストを踏まえ計上しております。

③ 翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響

個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る

財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

２．金融商品の時価

(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した額

有価証券 145,162 百万円

金融派生商品（資産） 40,602 百万円

金融派生商品（負債） 38,966 百万円

（注）上記有価証券には貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権が含

まれております。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

連結注記表（重要な会計上の見積り）に記載した内容をご参照ください。
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注記事項

（貸借対照表関係）

１．関係会社の株式及び出資金総額（親会社株式を除く） 5,464百万円

２．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。な

お、債権は、貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の仮払金及び支払承諾見返の各勘定に計上されるも

のであります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 8,064 百万円

危険債権額 15,408 百万円

三月以上延滞債権額 730 百万円

貸出条件緩和債権額 2,181 百万円

合計額 26,385 百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約

に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに

準ずる債権に該当しないものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で

破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権

及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

３．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022 年３月17日）に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を

有しておりますが、その額面金額は、3,772百万円であります。

４．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（移管指針

第１号 2024 年７月１日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のう

ち、貸借対照表計上額は、17,960百万円であります。

５．担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

有価証券

貸出金

209,937

10,000

百万円

百万円

担保資産に対応する債務

預金

売現先勘定

債券貸借取引受入担保金

借用金

595

179,616

12,293

4,400

百万円

百万円

百万円

百万円

また、その他の資産には、保証金2,024百万円が含まれております。
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６．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約

する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、152,455百万円であります。このうち原契

約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が127,615百万円あります。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多く

には、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた

融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時に

おいて必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定

めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を

講じております。

７．有形固定資産の減価償却累計額 5,049百万円

８．関係会社に対する金銭債権総額 2,395百万円

９．関係会社に対する金銭債務総額 48,274百万円

（損益計算書関係）

１．関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 12百万円

役務取引等に係る収益総額 2百万円

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 △73百万円

関係会社との取引による費用

資金調達取引に係る費用総額 957百万円

役務取引等に係る費用総額 2,583百万円

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 △5,039百万円

その他の取引に係る費用総額 25百万円

２．「その他の業務収益」は、融資業務関連収入238百万円です。

３．「その他の経常収益」には、投資ファンド運用益1,407百万円を含んでおります。

４．「その他の経常費用」には、投資ファンド運用損119百万円及び睡眠預金払戻損失引当金繰入額101百

万円を含んでおります。
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５．関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

（単位：百万円）

属性
会社等の

名称

議決権

等の所

有（被所

有）割合

関連当

事者と

の関係

取引の内容
取引金額

（注２）
科目

期末残高

（注２）

親会社

中國信託商

業銀行股份

有限公司

被所有

直接

100%

親会社

資金運用調達

（注１）

コールマネ

ー
31,976

930
コールマネ

ー利息

未払費用 143

デリバティブ

取引（注１）

金融派生商

品資産
1,270

金融商品等

差入担保金
1,122

金融派生商

品負債
22,138

5,039
外国為替売

買益(注３)

73

金融派生商

品費用(注

４)

(注) １．取引条件及び取引条件の決定方針等

社外取締役で構成する取引監査委員会がアームズ・レングス・ルールの趣旨に照らし当行

に不利益を及ぼすものでないか否かを事前監査しております。

２．取引金額及び期末残高には消費税等を含めておりません。

３．損益計算書は外国為替売買益と外国為替売買損を相殺して表示しているため、外国為替売買

損に含まれております。

４．損益計算書は金融派生商品収益と金融派生商品費用を相殺して表示しているため、金融派生

商品収益に含まれております。
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(2) 子会社・子法人及び関連会社等

（単位：百万円）

属性
会社等の

名称

議決権

等の所

有（被

所有）

割合

関連当事

者との

関係

取引の内容
取引金額

（注２）
科目

期末残高

（注２）

子会社

株式会社東

京スター・

ビジネス・

ファイナン

ス

所有

直接

100%

親会社の

従業員が

役員に就

任

貸付金に対

する被保証

（注１）

2,583
その他の役

務費用

未払費用 220

(注) １．取引条件及び取引条件の決定方針等

当行の消費者向け融資に対して、株式会社東京スター・ビジネス・ファイナンスが債務

保証を行っております。保証料率は、保証対象である融資の信用状況等を勘案し、かつ

第三者との取引においても合理的と考えられる水準で決定しております。なお、当事業

年度末における被保証債権の残高は44,875百万円であります。

２．取引金額及び期末残高には消費税等を含めておりません。

(3) 兄弟会社等

該当ありません。

(4) 役員及び個人主要株主等

該当ありません。

６．親会社に関する情報

 中國信託商業銀行股份有限公司 （非上場） 

 中國信託金融控股股份有限公司 （台湾証券取引所上場） 
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（有価証券関係）

貸借対照表の「国債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権が含ま

れております。

１．満期保有目的の債券（2026年３月31日現在）

貸借対照表
計上額

(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

外国証券 171,999 172,933 933
171,999 172,933 933

国債 9,100 9,019 △81
外国証券 135,692 135,214 △477

144,792 144,233 △559
316,792 317,167 374

時価が貸借対照表計
上額を超えないもの

小計
合計

種類

時価が貸借対照表計
上額を超えるもの 小計

２．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2026年３月31日現在）

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で市場価格のあるものはありません。

（注）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

貸借対照表計上額（百万円）

子会社・子法人等株式 4,923

関連法人等株式及び出資金 540
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３．その他有価証券（2026年３月31日現在）

貸借対照表計上額
(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

債券 15,694 15,617 77
社債 15,694 15,617 77

その他 22,786 22,343 442
38,480 37,960 520

債券 30,358 30,498 △139
国債 22,451 22,505 △54
社債 7,907 7,992 △85

その他 76,323 81,308 △4,985
106,681 111,806 △5,124
145,162 149,766 △4,604

貸借対照表計上額が
取得原価を超えない
もの

小計
合計

種類

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるも
の

小計

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額

貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式（※１） 6

組合出資金（※２） 2,823

（※１）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第19号 2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（※２）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第31号 2021年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

売却額

（百万円）

売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

外国債券 80,161 567 214

合計 80,161 567 214

５．減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有

価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると

認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事

業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

当事業年度における減損処理額は、該当ありません。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価より30%以上下落した場

合としております。

そのうち、下落率50%以上の銘柄は減損処理し、下落率30%以上50%未満の銘柄は、時価が取得原価ま

で回復する見込みがあると認められるもの以外について、全て減損処理を行っております。
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（税効果会計関係）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産

貸倒引当金 3,170 百万円

その他有価証券評価差額金 1,450

前受収益 424

資産除去債務 377

賞与引当金 294

減価償却費 202

金融派生商品 150

その他 1,010

繰延税金資産小計 7,081

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △827

評価性引当額小計 △827

繰延税金資産合計 6,253

繰延税金負債

繰延ヘッジ損益 △363

減価償却費 △124

繰延税金負債合計 △487

繰延税金資産の純額 5,765 百万円

（１株当たり情報）

１株当たりの純資産額 263,555円50銭

１株当たりの当期純利益金額 15,623円97銭
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